
知っ得・納得やちまた出前講座実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、八街市協働のまちづくり条例（平成２９年条例

第１７号。以下「条例」という。）第１２条第３項に規定する市民

等のまちづくりへの参加意識の醸成を図ることを目的とし、条例第

１３条第２項に規定するまちづくりの担い手となる市民が自ら学び

体験できる機会を提供するため、市民等が主催する勉強会や集会等

（以下「勉強会等」という。）に市の職員が講師として出向き、市

政の説明又は専門知識を活かしたまちづくりに関する講習等（以下

「出前講座」という。）を実施するために必要な事項を定めるもの

とする。

（対象）

第２条 出前講座の実施は、条例第２条第４号に規定する市民が１０

人以上参加する勉強会等を対象とする。ただし、参加者数の要件に

ついて、条例第２条第８号に規定する市における当該講座を担当す

る課等（以下「講座担当課」という。）の長が特に認めたときは、

この限りでない。

（内容）

第３条 出前講座の内容は、講座担当課の長が別に定める。

２ 講座担当課の長は、前項に規定する講座以外の講座の開催につい

て要望が出された場合は、可能な限り要望に沿うよう努めるものと

する。

（開催日時等）

第４条 出前講座は、年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日ま

での日をいう。）以外の日に開催するものとし、開催時間は、午前

９時から午後９時までの間の２時間以内、開催場所は、市内に限る

ものとする。ただし、講座担当課の長が必要と認めたときは、この

限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず、講座の内容に応じて、講座担当課の組



織体制を加味し、あらかじめ開催期間及び開催時間に一定の制限を

設けることができるものとする。

（申込み等）

第５条 出前講座を申し込むことができる者（以下「申込者」とい

う。）は、第２条に規定する勉強会等を主催する代表者とする。

２ 申込者は、出前講座の申込みを行うときは、当該講座を行う日の

３０日前までに知っ得・納得やちまた出前講座申込書（別記様式第

１号）を講座担当課の長に提出しなければならない。

３ 出前講座を開催する場所又は施設は、申込者が確保するものとす

る。

４ 出前講座の開催に係る周知及び当日の進行は、申込者において行

うものとする。

（通知）

第６条 講座担当課の長は、前条第２項の申込みを受けたときは、速

やかに実施の諾否を決定し、知っ得・納得やちまた出前講座実施通

知書（別記様式第２号）により申込者に通知するものとする。

２ 講座担当課の長は、出前講座の実施に際し、必要に応じて条件を

付すことができるものとする。

（実施の制限等）

第７条 講座担当課の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、出前講座を実施しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とするおそれのあるとき。

(3) 行政批判又は苦情、個別要望等を目的としているとき。

(4) その他出前講座の目的に反し、その実施が適当でないと認め

たとき。

２ 当該講座を実施する職員は、講座を実施中に前項各号のいずれか

に該当する事由があったと認めた場合には、講座を中止することが

できるものとする。



（変更等の報告）

第８条 第６条の規定により出前講座実施の決定を受けた申込者は、

開催日時、場所その他申込事項を変更しようとするときは、知っ

得・納得やちまた出前講座開催変更申請書（別記様式第３号）によ

り、講座担当課の長の承諾を受けなければならない。ただし、軽微

な変更については、この限りでない。

２ 講座担当課の長は、前項の申請を受けたときは、速やかに変更の

諾否を決定し、知っ得・納得やちまた出前講座開催変更通知書（別

記様式第４号）により申込者に通知するものとする。

（費用負担）

第９条 出前講座に係る職員の派遣及び資料の作成に要する費用は、

市が負担する。

２ 次の各号に掲げる出前講座の受講に要する費用は、申込者の負担

とする。

(1) 施設借上料（備品等を含む。）

(2) 原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費

(3) 使用する資料が有償の場合の当該資料代

（結果報告）

第１０条 申込者は、講座終了後２０日以内に知っ得・納得やちまた

出前講座受講結果報告書（別記様式第５号）を講座担当課の長に提

出するものとする。

（庶務）

第１１条 出前講座の総括事務は、総務部市民協働推進課において処

理する。

２ 出前講座の申込みの受付、実施の諾否決定及び職員の派遣に係る

事務は、講座担当課において処理する。

（補則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、講座担当課の

長が別に定める。



附 則（平成３１年３月２２日公告）

この公告は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月４日公告）

この公告は、令和４年４月１日から施行する。



別記

様式第１号（第５条第２項）

知っ得・納得やちまた出前講座申込書

年 月 日

講座担当課の長 様

団 体 等 の 名 称

代表者 住 所

氏 名

電話番号

知っ得・納得やちまた出前講座の実施について、下記のとおり申し込みます。

記

〔注意事項〕

１．申込書の提出先は、希望する講座を実施する担当課となります。

２．申込みは、開催希望日の３０日前までにお願いします。業務の都合上、開催日程につ

いては調整させていただきます。申込書を提出する前に講座担当課へ事前に電話にてお

問い合わせください。

３．実施会場の確保及び講座の進行役は申込者で行っていただくことになります。

４．政治、宗教又は営利を目的とする場合には、実施できません。

５．出前講座は、市への批判や苦情、要望を受け付ける場ではありません。開催の趣旨や

目的から外れた質問・意見等が参加者から出た場合は、やむなく講座を中止することが

あります。

講 座 名

集会・勉強会等の名称

担当者

氏 名

住 所

電話番号

Ｆ Ａ Ｘ

Ｅメール

参加予定人数 人

開催希望日時 年 月 日 時 分

実施会場

会 場 名

所 在 地

電話番号

詳しく説明を受けたい

内容など



様式第２号（第６条第１項）

知っ得・納得やちまた出前講座実施通知書

第 号

年 月 日

様

講座担当課の長 印

年 月 日付けで申込みのあった知っ得・納得やちまた出前講座の実施について、下記のと

おり決定したので通知します。

記

１．次のとおり実施します。

２．次の理由により実施しません。

講 座 名

集会・勉強会等の

名称

開 催 日 時
年 月 日（ ）

時 分 ～ 時 分

開 催 場 所
会場名称

所 在 地

受講予定人数

講座担当課等

担当課名

講 師 名

電話番号

開催条件

・講座開催に関する周知は、申込者において行ってください。

・当日の進行は、申込者において行ってください。

・講座は、市に対する批判や苦情、要望を行う場ではありません。

また、テーマ以外の内容に対する質問には回答できませんので、あら

かじめ参加者に周知してください。

・開催条件を遵守できない場合には、講座をやむなく途中で中止するこ

ともありますのであらかじめご理解ください。

・講座を受講した際には、講座終了後２０日以内に「知っ得・納得や

ちまた出前講座受講結果報告書（様式第５号）」を作成し、受講結果を

講座担当課へ報告してください。

理 由



様式第３号（第８条第１項）

知っ得・納得やちまた出前講座開催変更申請書

年 月 日

講座担当課の長 様

団 体 等 の 名 称

代表者 住 所

氏 名

電話番号

年 月 日付け 第 号で決定のあった知っ得・納得やちまた出前講座の申込み内容に

ついて、下記のとおり変更したいので申請します。

記

１．受講講座

２．変更内容

講 座 名

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

集会・勉強会等の名称

開 催 日 時

開 催 場 所

そ の 他



様式第４号（第８条第２項）

知っ得・納得やちまた出前講座開催変更通知書

年 月 日

様

講座担当課の長 印

年 月 日付け 第 号で実施を決定した知っ得・納得やちまた出前講座について、下記の

とおり変更する・変更しない ことといたしましたので通知します。

記

１．次のとおり変更します。

２．次の理由により変更できません。

講座担当課名

連 絡 先

講 座 名

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

集会・勉強会等の名称

開 催 日 時

開 催 場 所

そ の 他

理 由



様式第５号（第１０条）

知っ得・納得やちまた出前講座受講結果報告書

年 月 日

講座担当課の長 様

団 体 等 の 名 称

代表者 住 所

氏 名

電話番号

知っ得・納得やちまた出前講座の受講結果について、下記のとおり報告します。

記

（注意事項）

１ 講座終了後、受講した講座の担当課へ２０日以内にご提出願います。

２ 感想欄が足りない場合は、任意の用紙を用いて感想を記入し、この書類に添付のうえご提

出ください。

講 座 名

集会・勉強会等の名称

開 催 日 時

開 催 場 所

受 講 人 数

受講した感想をお書き

ください。


